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令和３年度京都府相談支援従事者主任研修 開催要綱 

 

１ 趣 旨  地域の障害者等の意向に基づく地域生活を実現するために必要な保健、医

療、福祉、就労、教育などのサービスの総合的かつ適切な利用支援等の援

助技術を向上させ、困難事例に対する支援方法について習得するとともに、

地域の相談支援体制において、地域課題についての協議や相談支援に従事

する者への助言・指導等を実施するなど中核的な役割を果たす者を養成す

ることを目的とする。 

 

２ 主催及び研修実施機関  京都府 

 

３ 定 員  ４５名程度 

 

４ 受講料（資料代）  ５，０００円 

 ※受講料の支払方法は「受講決定通知」においてお知らせします。 

 

５ 日程及び会場   
 

日程 時間 会場 

１日目 令和４年１月２４日（月） ９：３０～１７：１５（予定） 京都テルサ 

東館３階 

Ｂ・Ｃ会議室 

２日目 令和４年２月２１日（月） ９：３０～１７：１５（予定） 

３日目 令和４年２月２４日（木） ９：３０～１７：１５（予定） 

４日目 令和４年３月３日（木） ９：３０～１７：１５（予定） 

５日目 令和４年３月７日（月） ９：３０～１６：００（予定） 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、研修日時を変更、延期又は中止する

場合がありますので御了承ください。 

※研修修了には全日程、全科目及び全時間の参加が必要です。一部で参加できなかった

場合は、それ以後の研修受講は認められません。 

※詳細については「受講決定通知」でお知らせします。 

 

６ カリキュラム 

区分 科 目 時間数（時間） 

講義 

障害福祉の動向及び主任相談支援専門員の役割と

視点に関する講義 
３ 

運営管理に関する講義 ３ 
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講義及び

演習 

相談支援従事者の人材育成に関する講義及び演習 １３ 

地域援助技術に関する講義及び演習 １１ 

 

７ 受講要件  

  障害者等への相談支援業務に関し十分な知識と経験を有する相談支援専門員であ

り、相談支援従事者現任研修を修了した後、相談支援又は障害児相談支援の業務に従

事した期間が３年以上である者で、以下のいずれかの要件を満たす者 

① 基幹相談支援センター又はそれに準ずる機能を有する地域相談支援事業所等にお

いて現に相談支援に関する指導的役割を担っていること 

② 都道府県における相談支援従事者研修又はサービス管理責任者等研修において研

修の企画に携わっていること又は講義若しくは演習に講師として携わっているこ

と 

③ その他、相談支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有する者であり、京都

府が適当と認める者であること 

 

８ 受講申込方法及び受講の可否について 

（１）受講申込方法 

・別添の受講申込書により、令和３年１１月１９日（金）《必着》までに下記送付先

あて郵送でお申込みください。 

・受講申込書には全ての項目について漏れのないよう御記入ください。 

・受講配慮を希望される場合は、参加申込書に必ず御記入の上お申し込みください。

事前に記載がない場合は、受講に必要な配慮・対応ができない場合があります。 

・相談支援従事者初任者研修及び直近の相談支援従事者現任研修の修了証書（写し）

を受講申込書と併せて提出してください。 

 

【申込書送付先】 

※事業所所在地によって送付先が異なりますので御注意ください。 

 ※配達の記録が残る郵送方法(簡易書留、特定記録郵便等)で御提出ください。 

 ≪京都市内の事業所≫ 

  〒６０４－８００６ 京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町３９４番地 

  Ｙ・Ｊ・Ｋビル３階 

京都市保健福祉局障害保健福祉推進室（相談支援従事者研修担当）あて  

≪京都市以外の事業所≫ 

   各事業所所在地の市役所又は町村役場の障害福祉担当課あて 
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（２） 受講の可否について 

・受講の可否については、令和３年１２月１７日（金）までに所属事業所あて御連

絡します。 

上記期日を過ぎても受講可否の連絡が届かない場合は、至急、京都府健康福祉部

障害者支援課（TEL:075-414-4600）まで御連絡ください。 

・受講申込者数が定員を上回る場合は、申込書の記載事項を勘案し受講者の選定を行

いますので、予め御了承ください。 

 

９ 修了証書について 

・全ての日程に参加し、研修修了が認定された者には、研修最終日に修了証書を交付

します。 

・研修修了には全日程、全科目及び全時間の出席が必要です。原則として、欠席、早

退、遅刻、長時間の途中離席がある場合は修了認定はできません。また、京都府に

おいて受講態度が不良であると判断した者に対しても修了認定はできません。 

・修了認定ができなくなった場合、その時点以後の受講をお断りします。その場合で

も、資料代の返金はできませんので御了承ください。 

・本研修を複数年にわたって履修することは認められません。単年度で全日程を受講

する必要があります。 

 

10 事前課題について 

・詳細については、受講決定後、別途お知らせします。 

・研修日当日に事前課題を提出していただきます。提出がない場合、原則として、研

修修了は認められませんので、注意してください。 

 

11 その他 

（１）新型コロナウイルス感染防止対策について 

・研修実施においては感染拡大防止に努めます。 

（検温・アルコール消毒の実施、会場でのマスク等着用の徹底、昼食時の黙食の徹

底等） 

また、受講決定後、受講者の皆様には感染拡大防止対策に関する御案内をいたしま

すので、御協力をお願いします。 

 ・研修日当日に体調の優れない方は受講を控えてください。研修会場で著しく体調の

不良が見られる方は、受講をお断りする場合があります。 

（２）昼食について 

・昼食は各自で御準備ください。 

（３）荒天時の対応について 

tel:075-414-4600
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・自然災害等の影響により研修の実施が不可能であると判断した場合、後日京都府の

指定する日に研修日を振り替えることがあります。 

（４）個人情報の取扱いについて 

・受講申込書に記入された個人情報は、本研修の実施のために利用するとともに、相

談支援体制の整備を促進することを目的とした市町村への情報提供など、京都府が

行う障害保健福祉施策の推進に活用するために利用することがあります。それ以外

の目的で本人の了承なく個人情報を利用することや、第三者に開示することはあり

ません。また、受講申込書の提出をもってこれらの目的のための個人情報の利用に

ついて申込者から同意を得たものとします。 

（５）会場について 

・会場は、京都テルサ東館３階Ｂ・Ｃ会議室（〒601-8047京都市南区東九条下殿田

町７０番地）です。 

・会場へはできる限り公共交通機関でお越しください。駐車場の準備はございません

ので御了承ください。 

・当日の連絡は直接当課（TEL：075-414-4600）までお願いします。 

（６）その他 

・研修中の様子を許可なく撮影、録画又は録音することを禁じます。 

 

12 本研修に関するお問い合わせ先 

京都府健康福祉部障害者支援課 福祉サービス・障害児支援係 本田 

TEL：075-414-4600 FAX：075-414-4597 

e-mailアドレス：shogaishien@pref.kyoto.lg.jp 

mailto:shogaishien@pref.kyoto.lg.jp
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